
 

案 件 

名張市高齢者保健福祉計画（第８次改訂）・介護保険事業計画

（第７次改訂）（素案）に係るパブリックコメントの実施につ

いて 

募集期間 令和２年１１月１９日～令和２年１２月１８日 

意見の件数 

（意見提出者数） 
８件（  ３ 件） 

意見の取扱い 

修正 素案を修正するもの  １件       

既記載 既に素案に盛り込んでいるもの  １件  

参考 素案には盛り込めないが、今後の参考とするもの  １件 

その他   ５件 

担当者氏名、連絡先  栗原           （℡ 63-7599 内線 156 ） 

 

市民等の意見の概要 件数 意見に対する名張市の考え方 

要介護認定者（要介護１～５）

がアンケート対象に含まれてい

ない。そのアンケート結果に基づ

いた施策にどれだけの合理性と

効果があるのか。 

 また、「認知症施策の推進」に

おいて「高齢者の尊厳と自立を支

える」とあるが、アンケート対象

外でその意思が尊重されている

のか。介護保険サービスをどこま

で受けたいかについても、本人の

意思表示ができる段階で行政と

して聞取りをする仕組みが必要

ではないか。 

１件 

 

＜修正＞ 

アンケート調査については、「介護

予防・日常生活圏域ニーズ調査」と

「在宅介護実態調査」の２種類を実

施しました。「介護予防・日常生活圏

域ニーズ調査」では、要介護認定を

受けていない高齢者、介護予防日常

生活支援総合事業対象者、要支援

１・２の認定者を対象にしており、

「在宅介護実態調査」は、在宅で生

活している要支援１から要介護５ま

での認定者とその家族を対象として

います。調査対象の説明の表記につ

いて、第２章第２節「アンケート調

査にみる高齢者の実態」１８ページ

の箇所をわかりやすい表現に修正し

ます。 

介護サービスを受けようとする際

には、介護支援専門員が、本人とそ

の家族の意向を確認した上で、その

方に必要な介護サービスの利用計画

を作成し、サービスを利用していた

だいています。 



生産年齢人口の減少、高齢者人

口の増加で財源不足を招くのに、

基本目標１～５の介護の推進・充

実は困難ではないか。 

１件 

＜既記載＞ 

高齢化が急速に進展する中にあっ

て、サービスの質の確保・向上を図

りながら、制度の持続可能性を確保

していくことは、介護保険制度の大

きな課題です。そのために、介護予

防・重度化防止に努めると共に、地

域共生社会の実現に向けて取り組ん

でいくことが重要であり、基本目標

に定める施策を推進していくことと

しています。 

 介護人材の雇用促進について、

基本的に賛成であるが、最も重要

な論点は処遇にある。市の職員の

平均年収は約６００万円であり、

同等の水準の給与が介護職員に

支払われるような国の制度設計

にしてもらいたい。そうでないと

介護職員の人材確保は長い目で

みて極めて困難である。 

１件 

＜その他＞ 

介護職員等の処遇改善について

は、介護保険事業者に対して、「介護

職員処遇改善加算」や「介護職員等

特定処遇改善加算」の加算取得の促

進に向けた周知啓発に努めていま

す。更なる処遇改善に向けて、県を

通じ、国へ要望していきたいと考え

ます。 

通所リハビリテーションと小

規模多機能型居宅介護との併用

を可能にしてほしい。小規模多機

能型居宅介護の柔軟な在宅支援

と通所リハビリテーションの併

用については、在宅介護・介護連

携の国等の方向性と完全に一致

している。国、県と連携して早急

な実現を望む。できない理由があ

れば、教えてほしい。 

１件 

＜その他＞ 

いただきましたご意見について

は、県を通じ、国に要望していきた

いと考えます。 

 

 地域における支援体制の構築

については、大切であるが、善意

の市民に支援事業を任せしよう

としている。何かあった時に誰も

責任の取れない事業を国、県、市

など公の機関が行うのは無責任

である。必要な経費を持って、責

任のとれる福祉事業にしてもら

いたい。 

  

１件 

＜参考＞ 

急速な高齢化により、支援が必要

な高齢者が急増していく中、介護人

材の不足も深刻な問題となっていま

す。介護保険事業者が提供する介護

サービス加えて、今後、更に地域の

元気な高齢者が担い手となって行う

地域住民主体の生活支援サービスの

活用が必要と考えています。 



 令和３年度の国の制度改正に

より、要介護１の方が、継続して

介護予防・日常生活支援総合事業

を利用できるようになることに

ついて、名張市はどうするのか。 

１件 

＜その他＞ 

検討を要するため、令和３年度の

介護予防・日常生活支援総合事業の

利用者要件については、現行どおり

とする予定です。 

 

一般市民にもわかりやすいも

のにするため、パブリックコメン

トの在り方について次の改善を

提案する。 

・第８次改訂の計画がこれまで 

に比べてどう変わるのか変更 

点を簡潔に述べてもらいたい。 

・１１６ページもある資料を自 

宅で印刷したが、希望者には 

資料を配布してもらいたい。 

１件 

＜その他＞ 

パブリックコメントの在り方につ

いては、市民の皆さんからより多く

の意見を提出いただくような仕組み

を含めて、制度の運用見直しを進め

てまいります。 

今回の計画の大きな変更点につい

ては、次のとおりです。 

・令和７年度（２０２５年度）・令和

２２年度（２０４０年度）の人口・

要介護（支援）認定者数の推計、

サービス見込量を記載していま

す。 

・日常生活圏域の地域編成を変更し

ています。 

・高齢者の保健事業と介護予防の一

体的実施の取組について記載して

います。 

・住宅型有料老人ホーム及びサービ

ス付き高齢者向け住宅の設置状況

等の記載を追加しています。 

・近年の災害発生状況や新型コロナ

ウイルス感染症の流行を踏まえ、

体制整備に係る記載を追加してい

ます。 

 

 要支援の１・２の方の通所介護

の利用回数は、概ね週１～２回の

利用であるが、必要に応じ週３回

利用できるようにしてほしい。 
１件 

＜その他＞ 

介護予防・日常生活支援総合事業

の利用については、本人の状態や意

向を確認し、介護支援専門員が必要

性を認め、介護予防ケアマネジメン

トに位置付けられたサービスを利用

していただきます。介護サービスの

必要度が現に認定されている要介護



（支援）状態区分に該当しなくなっ

た場合には、区分変更申請を行って

いただくことになります。 

 

 


